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出雲松江藩の銭遣い

岩 橋 勝

１ は じ め に

近隣を銀遣いの鳥取藩領や石見の天領・諸藩領に囲まれていたにもかかわら

ず，なぜか出雲のみ高額取引でも「銭遣い」１）であったことは，意外にこれま

でさほど意識されていない。三貨制度下における近世貨幣の流通実態がきわめ

て多様であったことは，近年ようやく認識されつつあり，「金遣い」「銀遣い」

という単純な二択的解釈を排して，地域の実態観察を個別に進めていく必要が

ある。各地域の取引基準貨幣が何であったかは経済行為のもっとも基本的部分

であり，三貨の相場変動や信用取引の決済に関連しているのみならず，国内市

場の統合度を検討する際の大きな要素をなすからである。

松江藩の貨幣流通のありかたについては，主として『松江市誌』（１９４１）を典

拠として，すでに３０年前，次のような観察事実を概括している。２）すなわち，

� 延宝３（１６７５）年以降天明７（１７８７）年まで銀札が合わせて３回発行され

た。しかし，安定・長期流通とはいえず，しばしば札騒動に見舞われ，札

の償還や加印札との交換等を行った。それでも銭不足のためか，札価下落

したままで断続的に使用され，明和４（１７６７）年の新札切替時には１匁＝６０

文通用のところ，２０文にまで下落し，通用停止に追い込まれた。

１）ここで「銭遣い」とは，取引に際して銭貨を基準としていることを意味し，たんに授受
される貨幣として銭貨が「遣われる」ことのみを意味しない。いわゆる「銭建て」取引で，
決済の際に金貨や銀貨が使用される場合も「銭遣い」と定義される。

２）岩橋勝「徳川後期の『銭遣い』について」『三田学会雑誌』７３－３，１９８０年，８１－８３頁。



� １７年後の天明４（１７８４）年，三たび銀札が発行され，その額面は５匁～

２分の４種であった。同７年，１００文，３０文，２０文の銭札が発行される

と銀札はいったん停止となり，寛政元（１７８９）年にあらたに２分，３分，「１

分」３）の銀札通用令を出した。以降，銭札と銀札が混合流通した。

� 天明頃より松江城下で使用が始まった「連判札」（額面１～３貫文が中心）

は，明治初年にかけ大量に流通したとされる。

� 明和頃（１７６０年代）の松江藩借財先の銀銭実質比率は，銀３６％，銭６４％

というように，藩財政で銭貨の占める比率が高かった。

� 弘化４（１８４７）年松江藩が領内から調達した御用金額内訳が，金銀での調

達（すべて城下）は１３％，銭貨での調達は８６％（大半が城下以外の「十郡」

より）と，大半銭貨（このうち最高額寄金者は鉄山師・田部家による２万２

千貫文）であった。

ここで問題となるのが次のような課題である。すなわち，�松江藩領では近

世初頭から「銭遣い」が基本だったのか。�銭貨が取引基準貨幣のみならず，

交換手段としても流通貨幣として使用されたのか。�ある程度は交換手段とし

て使用されたとして，そのような大量の銭貨をどのように調達したのか。�天

明期頃より領内で使用が広まったとされる連判札は実質的に藩札とみなされる

一方，明治初年のいわゆる藩札処分に際してはあくまで私札として処理された

ともいわれる。１８世紀末以降の藩札と連判札はどのような関連にあったか。

本稿では，その後目に触れることのできた諸史料・文献を検討し，出雲地方

の貨幣流通上の特徴を探りたい。

３）『松江市誌』３６０頁にはたしかに「銀１分札」がこの期に出された記述になっている。
しかし，この１分札は「１匁札」の誤植であって，天明７年に初めて発行した銭札の幕府
向けダミーであったと推測される。当時，銀１匁＝銭１００文であって，銀札１匁，３分，
２分は実質，銭札１００文，３０文，２０文と同値であるからである。
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２ 領内流通貨幣の実態

すでに観察したように，近世中期以降の松江藩財政では銭貨の比重が小さく

なく，城下以外の農村・山間部である，いわゆる「十郡」４）からの調達資金は

金銀貨ではなく，銭貨が基本となっていた。いかにも郡部の経済規模が小さ

く，小口取引に便宜な銭貨が流通貨幣の中心であったから御用金等も銭建てで

あったようにみられる。たしかに，すでに確認しているように，弘化４（１８４７）

年に藩府が領内から御用金を調達した際は，「十郡」からの寄金者７４７人すべ

てが銭貨で応じており，その総額は３２万８千貫文余であった。しかし，１人

平均額は４４０貫文と，けっして小口の額ではなかった。しかも農山村部で最高

寄金額は２万２千貫文であって，鉄山師田部家ほか１名の２口もあった。これ

は城下での最高額寄金者１，３００両（銭貨換算で９，６８７貫文）よりもはるかに高額

であった。

このように松江藩領では城下では金銀貨が使用されることはあっても，藩領

全体では銭貨が主要な貨幣であったため，藩財政における銭建て収支の比率も

けっして小さくなかった。では近世初頭から銭建て経済が主流であったのであ

ろうか。以下，判明する限りの史料からその推移を探ってみよう。

まず，松江城下での家屋敷売券を見てみよう。近世を通じて町役人を務めた

瀧川伝右衛門家には中期までの４通の同家集積売券５）が残っているが，次のよ

うに取得金額はいずれも銀建てであった。

慶長１７（１６１２）年３月 矢島常穏宅 間口８間半 銀１貫５５０目

元和７（１６２１）年３月 天王寺屋清三郎宅 間口５間 銀１貫２００目

万治元（１６５８）年１２月 近江屋多右衛門宅 間口８間半 丁銀５貫目

４）「十郡」とは，島根・秋鹿・意宇（以上３郡は，現在「八束郡」），楯縫・出雲・神門（以
上３郡は，現在「簸川郡」），能義，大原，仁多，飯石の１０郡。合わせて，松江城下に対
する郡部を総称して用いられた。

５）『松江市誌』４４－４８頁。
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元禄１１（１６９８）年１２月 扇屋善四郎宅 間口２間半 札丁銀１貫６００目

ここで注目すべきは，家屋敷の取引価額が銀建てであったということ以外

に，同じ銀表示でも，「銀」「丁銀」「札丁銀」と３種に使い分けられているこ

とである。はじめの２例は単に「銀」とのみあるが，これは幕府正貨である丁

銀が地方へはまだ十分に出回らず，逆に大森銀山に近く，いわゆる「領国銀」

が丁銀よりも多く使用されていたためであると考えられる。この領国銀は早い

ところでは寛文期（１６６１－７３）以前に，大部分は元禄期（１６８８－１７０４）までに廃止

された。６）したがって，第３，４例の「丁銀」「札丁銀」は取引基準のみならず，

実際に丁銀や藩札でもって家屋敷代が支払われたことを意味している。

農村部での近世前期売券はほとんど見ることができないが，明和４（１７６７）年

に大原郡三代村の年寄・庄屋が連名で近傍の山崎村太郎兵衛から１年間，年利

１割８歩で銀１貫目を借用７）しているように，銀遣いであった。しかし，同郡

の旧加茂町域で寛政期以降判明する借用証文はすべて銭建て８）となっており，

少なくとも１８世紀末以降は銭建てが主流となったようである。

一般に藩財政関連等の，領主サイド項目は金・銀遣いで表示されることが多

い中，松江藩領では銭建て表示の比率が近世中期以降目立った。このような収

税や財政収支計算が近世前期ではどうであっただろうか。まず初期の小物成賦

課事例として，寛永１２（１６３５）年の島根郡美保関浦の場合が判明しており，「山

手役」が銀５０目，「地銭」が２５４匁，「大舟役」が６０目，「小舟役」が５０目と，

すべて銀建てであった。９）前時代からの遺制と考えられる銭貨で賦課されるべき

浦方の宅地税が，他の税目同様に銀で賦課されているのは，当時流通貨幣とし

６）榎本宗次『近世領国貨幣研究序説』東洋書院，１９７７年，７０頁，および小葉田淳『日本
の貨幣』至文堂，１９６６年，１２６頁。

７）中村季高『加茂町史考』資料篇，加茂町史考頒布会，１９５６年，２６２頁。
８）たとえば『加茂町史考』資料編，１１２頁。なお，加茂町は現在，雲南市に併合されてい
る。

９）勝田勝年編『美保関町史料』美保関町，１９７９年，１３２頁。
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ても銀貨が主流であったものと考えられる。さらに，寛文２（１６６２）年，松江藩

士岸崎佐久治「免法記」によれば，水田における糠・藁・畳・薦・綿銀等が米

高で算定されたものの貨幣換算に際し，「米１俵ニ付丁銀１５匁」１０）というよう

に銀貨が使用されている。個別項目の賦課額は小口であるので，銭建ての方が

便宜であると思われるが，当時領内では銀遣いが基本となっていたのであろ

う。さきの美保関浦では正徳４（１７１４）年に酒造を営む２名が運上を上納した記

録１１）が残っているが，それぞれ２３４匁，１１７匁と小口ではなかったこともあっ

て，丁銀での納入であった。

寛文１２（１６７２）年「御成稼目録」１２）によれば，当年の収納米が１６万４２０石余，

貨幣収納が「鉄買立銀」４０１貫目余と「御国中小物成」１０４貫目余を含む，銀

５５２貫目余があった。銀建てでの収入は米換算で１万２千石余と，米納額の

８％にも満たなかったが，米以外の収入はすべて銀建てで計上してあり，藩財

政での銭貨の役割はまだゼロに等しい。また，延享５（１７４８）年，藩府は要用銀

「至極差閊」をもって領内から銀４００貫目（銭貨換算で約３万貫文に相当）を調

達借用することになった。これは前記の藩府年間貨幣収納額と比べても相当な

負担といえるが，主として大庄屋格の十郡「下郡」が出銀を請け負い，返済は

月利１．７％で年賦米とされた。この際，すべて銀貨で調達されたような記述で

あるが，元銀の但し書きとして「銀銭札銀取合」とあった。つまり実際に調達

されたのは，銀貨，銭貨，札銀の３種があったわけである。１３）その内訳は判明

しないが，１８世紀中期にかけて銀貨に変わり銭貨が流通貨幣として大きな役

割を果たしつつあったことを示唆している。この４００貫目要用銀調達の３年後

に企画された「銭泉府仕法」では，すべて銭貨建てに切り替わることになった。

宝暦元（１７５１）年に銭貨１０万貫文を領内から調達し，１２年間で運用して藩財

政資金を得ようとする上記仕法では，すべて銭貨建て計算であった。調達規模

１０）小野武夫編『近世地方経済史料』第６巻，４３９頁。
１１）『美保関町史料』３１４頁。
１２）『新修島根県史』史料篇２，近世上，島根県，１９６５年，１６４－１６８頁。
１３）『新修島根県史』史料篇２，近世上，３４９－３５０頁。
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が小口であったためにすべて銭貨建て計算となったように見えるが，当時のお

およその銀銭相場（銀１匁＝７４文）１４）で換算して銀１，３５０貫匁余に相当する。

３年前の要用銀調達の３倍余であり，藩府内で銭貨に比重を移さざるをえない

ような事情が生じたとしか理解できない。その事情とは銀貨の払底であった。

享保１９（１７３４）年，松江藩は隠岐後鳥羽院御陵の修復を命じられ，銀２貫５５６

匁１分を要した。その際，「上納銀差立之儀，銀払底之処故，１匁ニ付８５文に

して銭も差出候付，右御入用都而銭払之儀，其故２貫５５０匁余之分，銭ニ而

２１７貫２６８文…受取置」くと，銀建てで勘定しながら，銀不足のために実際の

支払いは銭貨で行われたことがあきらかである。また，この際の用材として同

年８月，島前美田村榎浦浜に入津した北国船に積載された８寸角２間の槇１本

を銀３４匁で買い付けたが，支払いは１匁８０文替えで銭払いであった。１５）この

ようにもともと銀遣いであったところで銀不足のため銭貨が決済に際し利用さ

れつつあったことが明確である。

つぎに民間での流通貨幣を見てみよう。近世前半期の動向はなかなか知りが

たいが，意宇郡下郡を務め，１８世紀を最盛期として奥出雲産鉄の中継宿や廻

船・酒造業を営んだ小豆沢家に残る土地売券や貸借証文１６）からは１７世紀後半

からの動向が大まかに分かり，そこでの取引基準貨幣を表１にまとめた。これ

によれば，まず１７世紀は金融取引の基本は米が主流となっていて，銀・銭貨

はまれであったことがわかる。これは年貢未進が多くの貸借契機となるためで

もあったが，一方で米は，とりわけ農村部では１８世紀中期に至るまで貨幣的

な役割を果たしていた１７）ことにもよる。ついで，１７世紀末にかけてはまず銀

貨が取引基準として使用される比率が高まっており，それに伴い，領内で流通

１４）中井信彦編「近世相場一覧」『読史総覧』人物往来社，１９６６年，７９１頁。
１５）『島根県史』第９巻，１９３０年，３８５－３８８頁。
１６）『宍道町史料目録』�，宍道町史編集委員会，２００２年，６－４１頁。
１７）例えば，国文学研究資料館蔵戸谷家文書（４５Ｃ文書），No.７，安永７年「（意宇郡）大谷

村諸借用�志儀質高」のうち「売渡申畑之事」によれば，同８年５月同村の勘四郎が戸谷
家に畑１畝歩を米２石１斗１升で売り渡している。ただし，この期になるとおおむね「代
銭」での取引が多かった。
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し始めた札銀も用いられた。しかし，１８世紀に入ると急速に銭貨が使用され

るようになり，１９世紀ではほとんど銭貨のみとなった。幕府正貨の動向のみ

についてみると，当初から銭貨が使用されていたわけではなく，まず米に代

わって銀貨が使用され，ついで享保末年あたりより銀に代わって銭貨が主流と

なっていったといえる。

小豆沢家文書では，同家が１９世紀に入ると家業経営が苦しくなったとされ

ているためか，金融取引の頻度が少なくなった。そこで同家とも取引があり，

酒造，運輸，木綿商等を営んだ大蔵屋田中家文書に残る，享和元（１８０１）年以降

幕末期までの貸借証文８６件１８）を見てみよう。そうすると，大半の８１件が銭

貨建てでの取引であり，わずかに金貨建てが４件（天保７，１５年，弘化２，３

年）と，米建てが１件（弘化２年）あった。宍道湖に面した意宇郡農村部では，

前世紀までは米や銀貨が取引基準となることがあっても，１９世紀に入ると銭

貨建て取引が一般的になったといえよう。

また，同じ意宇郡内の大谷村戸谷家文書のうち，一種の手控書である明和７

（１７７０）年「代々日記留帳」１９）によれば，明和６年７月「割留山卸代」として「銭

１８）前掲『宍道町史料目録』�，１１９－１２８頁。
１９）国文学研究資料館蔵（４５Ｃ文書），No.１００。

時 期 米 銀（うち札銀） 銭 計

１６７２（寛文１２）－１６８３（天和３）
１６８５（貞享２）－１７１０（宝永７）
１７１１（正徳１）－１７２８（享保１３）
１７２９（享保１４）－１７３９（元文４）
１７４１（寛保１）－１７５９（宝暦９）
１８１１（文化８）－１８６７（慶応３）

１０
１７*
５
４
８
１

１
１５（７）
６
１（１）
１

１

１３
１９
９

１９

１２
３２
２４
２４
１８
２０

計 ４５ ２４（８） ６１ １３０

表１ 小豆沢家金融証文の基準貨幣

典拠：『宍道町史料目録』Ⅱ，宍道町史編集委員会，２００２年。
注：*種麦 １ 件を含む。
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１６貫文」，「松谷山代」として「銭８貫文」が計上され，翌年２月には「本物
（ママ）

田地 帰り証文」として「銭５６貫５００文」の１０カ年切売券が記録されている。

同家記録は延享４（１７４７）年から銀銭出入が判明するが，当初は不祝儀時費用の

記録２０）で，小口であるため当然銭建てであった。しかし，不動産売買や抵当

物件のような高額取引の基準貨幣が銭貨建てとなっており，表１では空白で

あった１８世紀後半において，米や銀貨よりも銭貨がこの地域で急速に浸透し

て行ったことが類推できよう。

さらに意宇郡の南側に隣接する大原郡大東町で質屋を営んでいた木村家でも

１８世紀後半から銀銭出入が判明２１）するが，農民たちの小口の質草を扱ったこ

ともあり，当初より銭貨建てであった。しかし月〆の置質残高が最高で３６０貫

文（寛政５年）にもなるほどの営業規模になっても，すべて銭建てで記帳され

た。また，同家が諸方に掛け出した「志儀」（頼母子）の１回あたり掛け銭は１０

貫文前後（最高額で３０貫文）あったほか，大東町の町年寄として記録した文政

１３（１８３０）年５月「年々売券質入証文控」によれば，１件当たり取引ではおおむ

ね１００～３００貫文の質物が多く，１，１００貫文の高額取引（同年１１月）もあった。

近世後期には，ここでも銭遣いが基本となっていたといえる。

以上のように，松江藩領内の民間での取引は１８世紀末までには多くが銭建

て取引に移行して行ったことが判明するが，例外もあった。大原郡のさらに南

に隣接する仁多郡稲田村で金融業を営んだ安倍家文書では安永５（１７７６）年以降

の貸方記録２２）が利用できるが，まず安永期についての基準貨幣をみると表２

のように銀貨と銭貨が並行していた。貸し付け対象は近郷農村農民であって，

貸し付け規模は安永５年で見ると，１件当たり銀建て貸し付けが平均６００匁５

分，銭建てが同１１貫３５０文であった。当時の銀銭相場で換算すると銀建て分

２０）前同，No.１２７，延享４年５月「戸谷金八相果候ニ附御悔帳」。
２１）国文学研究資料館蔵（２８Ｆ文書），No.３１，明和７年「年々質勘定帳」。なお，同家「質留

牒」のうち，嘉永２（１８４９）年の１年間すべての質取引を翻刻・紹介した，原島陽一「幕末
期の質屋史料」『史料館研究紀要』第５号，文部省史料館，１９７２年，が利用可能である。

２２）国文学研究資料館蔵（３８Ｂ文書），No.１，安永５年，「万貸方帳」他。
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では５２貫８００文にも相当し，あきらかに高額取引で銀建て，小額で銭貨建て

だったことが分かる。ただし，銀貸しでも数十匁や１００目前後の場合もある一

方，銭貸しの際に６７貫文（銀換算，約７６０匁）や２６貫文（同，約３００匁）という

ように，銀貸しの平均額以上や小口貸付額（２００匁以下が１０件余）に相当する

額もあり，取引基準貨幣は当事者同士の便宜で決定されたようである。

この後，同家貸し付けは寛政５（１７９３）年においても銀建て５１件，銭建て３９

件と，銀遣いは減少していない。そして天保３（１８３２）年になると銀貨６６件，

銭貨６６件に加えて金建て１２件が記録されたあと，嘉永６（１８５３）年にようやく

すべて銭建てのみの記録となる。これらの貨幣種別は，当然に証文額面で書き

つけられ，返済の際には銀銭相場の変動にかかわらず計上された貨幣で決済す

ることが求められたはずである。すなわち，銀建てで貸し付けた貸銀を，もし

銭貨で決済しようとする場合，返済時の銀銭相場で換算して，あくまで銀建て

額を基準に返銀したであろう。

とはいえ，これまで知られているように，１８世紀には急速に流通銀貨は減

少した２３）ので，松江藩領における銀建て金融の持続は，あくまで基準貨幣の

年 銀 銭

安永５（１７７６）
安永６（１７７７）
安永７（１７７８）
安永８（１７７９）
安永９（１７８０）
安永１０（１７８１）
天明９（１７８９）
寛政５（１７９３）
文化１３（１８１６）
天保３（１８３２）
嘉永６（１８５３）

１５
２１
２７
２６
１７
１９
１９
５１
２９
６０（他１２）
０

１８
２１
１３
２７
１７
１４
１３
３９

１１０（３）
６６

１０９

表２ 安部家貸付基準貨幣（件数）

典拠：安永５～１０年「万貸方帳」，天明９年「銀銭貸方留帳」，
寛政５年「銀銭貸方人別留帳」，文化１３・天保３・嘉永６
年「貸方帳」。
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それであって，決済時に使用された貨幣とは別と考えなければならない。実際，

表２において天保３年には銀建て６０件のほかに金建て１２件があったが，授受

された貨幣は金貨（計数銀貨）であった。たとえば，安部家が廣島屋伝兵衛に天

保１２年１２月５日「銀３貫目」を貸し付けた後，翌年２月２６日に「金１０両貸」，

同９月２５日に「金３０両，内弐朱１５両，壱朱１５両ヲ以入」，１２月２３日に「金

２０両，但南鐐百六十ヲ以貸」というように，実際にやり取りされた貨幣は南

鐐弐朱銀や壱朱銀など，小額計数銀貨であった。ただし，換算に際しては当時

の相場「両六十匁八分」が用いられ，銀建て計算は貫かれていた。２４）

ところで，より山間地に位置する安部家では銀遣いが１９世紀中期まで銭遣

いに並行して確認できるが，松江藩領全体としては１８世紀末までにはおおむ

ね銭遣いが一般化したことが以上であきらかとなった。安部家で見たように，

銀遣いと言いながら，実際は小額の計数銀貨，すなわち範疇としては「金貨」

が流通するようになったことが垣間見られる。では松江藩でより一般的になる

銭遣いのもとで，流通貨幣としては何が用いられたのであろうか。このような

基本的な実態をうかがえる史料はきわめて限定されるが，これまで利用した領

内民間取引記録にわずかに残る文言から類推してみよう。

さきに例示した大東町木村家では年々の資産有高を毎年の「勘定帳」に記し

てあったが，例えば文政１２（１８２９）年正月現在では次のようであった。

一銭１貫３９６文 丑大�日店有銭

一同３６６貫３９３文 丑大�日切改蔵ニ有金銀子銀札連判類〆高２５）

これによれば，店先にはわずかに銭貨が１貫文余あるのみで，貨幣資産は大

半が蔵内に保管されていた。残念ながらその内訳は不明だが，金貨，銀貨，銀

２３）岩橋勝「近世の貨幣・信用」桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社。２００２年，
４４５頁。

２４）前掲安部家文書 No.４１，天保３年「貸方帳」。
２５）前掲木村家文書 No.３６，文政１３年「年々勘定牒」。
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札，そして後述の連判札の類２６）であって，銭貨が含まれているようには見え

ない。しかし，すべて銭建てで計上されている。店先有銭がいかにも少額だが，

ちなみに翌１３年大�日は９貫５文と，質屋業にふさわしい量とはいえない銭

有高であった。質取引は大半銭建てで行っているので，やはり取引基準と実際

授受される貨幣とは異なっていたものと考えられる。

ただし，さきほどの同家「年々勘定牒」で個別の土地売券文面を見ると，天

保３年正月の項で，「当卯１１月新庄村ニ而仁和寺村定三郎殿より田畑買請候代

銭を以」３３０貫文を，また「当卯４月飯田村ニ而養加村佐太郎殿より田畑買請

候，代銭を以」３２６貫１７０文を支払っている。さらにこの記録の後，「銭１０貫

文」を正銭を以て「内方」へ渡したとある。木村家では店先には当面必要な額

しか正貨を保管せず，まとまった現銭や金銀貨はそのつど蔵に置き，「内方」分

として別置していたものと思われる。それにしても取り引きされている銭額に

比べて銭貨保有額は少なく，２７）銭遣いといいながら当時すでに金貨や藩札・連

判札類が多く授受されるようになっていたことを類推させる。

以上観察したように，松江藩領では１７世紀においては近隣地域と同じ銀遣

いが基本であったと思われるが，１８世紀に入り銀貨が払底してくると，取引

基準としても，また流通手段としても銭貨が主要に用いられるようになった。

藩財政では当初より金銀貨が基準貨幣であったが，財政赤字を補てんするため

の領内からの調達資金が銭貨で納入されることから，藩府の収支計算まで銭貨

２６）同上史料，天保４年大�日には蔵に「銭３６６貫７０文」があり，その構成は「金子・銀
札・連判預り・広札等」であって，広島藩札まで流入使用されていたことは注目される。

２７）このことに関連して，木村家文政１３年「年々勘定牒」のうち，同１２年の項で，「銭８５
貫２６４文」を「丑年中内方より店江かり，尤是�之振り合出入差引ニ而金入ニ成分計立来
候処，当年ハ一先内方之正銭不残入ニ致シ置，先ニ而出シ致シ置」との但し書きのあった
後，一定額取引の記帳の但し書きで「内 銭４４貫５１８文 正銭を以内方江相渡ス，委細
前ニ有」とある。これら一連の事情は，大東町近辺では１９世紀初めに銭建て取引が基本
であったにもかかわらず，決済時に金貨のやり取りが増え，店先での現銭有高を記帳通り
に処理するため「内方」にある正銭を流用していたこと，そして一定取引で正銭が店先に
入るつど内方に戻す，というような面倒な会計処理を行っていたことがうかがわれる。さ
らにこれに関連し，「天保４巳正月，内方ト店ト辰年差引」の中で銭４０貫文を「正銭を以
内方江相渡」し，天保５年正月には銭４０貫文を「内方より正銭を以入」れている。
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建てで行われるようになったと考えられる。領内民間では，当初米遣いの地域

もあったが，多くは銀遣いであって，１８世紀中期までに次第に銭遣いに移行

して行った。ただし，取引基準貨幣と流通手段とは必ずしも同一ではなく，１９

世紀に入ると銭建て取引であっても，決済手段としては金貨（計数銀貨）や札銀

（ないし連判札類）が使用されるようになっていったと推定される。

それにしても，金銀貨に相当する貨幣量に匹敵する銭貨がどのように調達さ

れたのか，新たな疑問が生じることになる。正銭需要を補う有効な手段が藩札

ないし連判札類であるが，それらがどのように，いかほどの数量流通していた

のか，以下うかがってみよう。

３ 領内札遣いの実態

松江藩札の制度史的情報については前述の『松江市誌』（１９４１年）に比較的ま

とまった説明があるが，領内の流通実態についてはこれまで『松江市誌』記述

以上に詳しい研究成果は得られていない。２８）同『市誌』以外の県内で刊行され

た地方市誌類には若干，札遣いに触れた記述もあるが，領民がそれらをどのよ

うに受け入れ，使用したかについてはほとんど明らかでなく，あらためて第１

次史料から解明するほかはない状況である。

松江藩札は延宝３（１６７５）年に財政難のため初めて発行されたとされる。２９）額

面はこの期のものとしては，銀５匁，１匁，５分，３分，２分，１分のものが

残存，確認できる。３０）他藩にくらべると当初より比較的小額面のものが多く，

城下を中心に通貨不足も背景としてあったことが推測される。このためか減価

２８）松江藩札を個別に正面から研究対象とした成果として，日本銀行金融研究所委託研究報
告 No.１�『松江藩における藩札の史料収集と研究』（１９９１年）が利用可能であるが，これ
はおおむね『松江市誌』収載関連情報の要約にとどまっている。

２９）『松江市誌』１１７頁。以下，特に注記のない同藩札情報の典拠は同書による。
３０）荒木三郎兵衛『藩札』下巻（改訂版，１９６６年），２９頁。なお，同書はすべてを「延宝２

年」発行としているが，松江藩札の場合，延宝札の年代確定には諸説があるようで，確定
情報として利用はまだ出来ない（日本銀行調査局編『図録 日本の貨幣２』東洋経済新報
社，１９７３年，１０６頁参照）。
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しながらも宝永４（１７０７）年の札遣い停止令の時期まで藩札が流通していたこと

が明らかである。すなわち，貞享２（１６８５）年には打歩が生じ，翌年には諸色値

段が１０倍にもなって札騒動が始まった。元禄元（１６８８）年には諸上納銀に札銀

を混ぜて使用するようとの藩令３１）が出ている。さらに同１０年２月，２年前よ

り札銀の出回りが減少しているので，金・銀・銭貨と取り交ぜ使用するようと

の達しが出された。にもかかわらず，同年末には２割の札歩が生じており，宝

永２年にはそれは３，４割から１０割にも及んだという。３２）このように，札流通

はけっして順調ではなかったにもかかわらず，多くの藩のように流通そのもの

が途絶することなく，松江藩では継続していたことが確認できる。

享保１５（１７３０）年札遣い解禁令が出ると，５匁，１匁，３分，２分の４種銀

札が合わせて２，５００貫匁３３）発行された。札銀１匁は銭８０文と定められ，領内

は札銀専一流通ではあったが，最低額面が２分であったことから，銭１５文以

下は通用勝手次第となった。札銀と銭貨の交換相場が固定化されたかどうかは

不明だが，延宝期より小額札が中核となっており，事実上，松江藩札は銭貨代

わりの通貨として領内に受容されたことが比較的継続的に流通した要因と考え

られよう。

この後，享保１６年の財政危機と翌年の虫害凶作により札価は３分の１にま

で下落し，札騒動を惹起することもあった。しかし，部分的な札の償還，郡部

下郡（大庄屋）・組頭組織を活用した札の強制貸付，加印札への切り替え等のさ

まざまな手段を講じ，３４）一時的に札通用を停止することがあっても断続的に札

流通はみられたようである。すなわち，まず流通事実に関する明確な根拠はな

いが，残存する松江藩札に「元文」印押捺のものが複数あり，３５）これらは享保

３１）『島根県史』第９巻（１９３０年），２６７頁。
３２）『松江市誌』１６８－１６９頁。
３３）前同書，１７９頁。同頁にはこの銀額のカッコ書きとして「銭４０万貫文」とあるが，この

ままでは札１匁＝銭１６０文となり，「銭２０万貫文」の誤記か，同書９３７頁に記述の『松平
定安伝』依拠による明治初年銀銭相場で換算したものと思われる。

３４）前同書，１８１，１８２，１８４頁。
３５）前掲『図録 日本の貨幣５』１９７４年，１０２頁。
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札の加印札とみられる。さらに，延享元（１７４４）年に銀札が再び使用され，同３

年には銀銭通用を停止して札専用通用令が出され，寛延２（１７４９）年には再び銀

札と正貨併用に戻している（２０６頁）。その後『松江市誌』には具体的な札流通

に関する記述はないが，宝暦１１（１７６１）年に札座が存在していたこと（２４７頁），

明和元（１７６４）年，札座運営を十郡下郡に任すこととし，これに伴い，札座元備

として郷中へ６５０貫文，町中へ３５０貫文調達させたことがあきらかである（２６７

－２６８頁）。明和４年４月，再々度札専一通用令出すも空札多く出まわり，同９

月，札座廃止，銀札通用停止となった（３００－３０１頁）。しかし，国老朝日丹波に

よる藩政改革終了とともに，天明３年９月札座が復興され，翌年４月に札通用

が再開された（３５９－３６０頁）。この際の額面は銀５匁，１匁，３分，２分の４種

で，享保期再開時と同じであった。このことは時折り銀札流通の中断はあって

も，つねにそれが必要とされる状況，つまり藩府側の財政的理由のみでなく，

領内における小額貨幣需要が潜在的にあったことが度重なる札価下落にもかか

わらず何度も流通再開が図られた要因と見られる。

札流通に関連して注目されるのは，実質的に小額通貨として用いられていた

銀札に代わって，天明７（１７８７）年８月に初めて銭札（１００文札）が出され，同年

１０月には銀札を停止して，２０文および３０文札も新たに発行したことである。

この際，銀１匁は銭１００文とされていた３６）ので，２０文，３０文札はそれぞれ銀

２分，３分と同価だったことになる。その２年後の寛政元（１７８９）年に５匁札以

外の３種小額銀札通用が令せられたが，これらは３種銭札のダミーであって，

幕府への出願上，天明７年発行後の銭札を銀札と言い換えるためであったと思

われる。

さらにその後，文政７（１８２４）年に銭１貫文札と５００文札を楮幣方から発行し

た。３７）この際の発行は幕府に届け出た正規発行分，計銀２，５００貫匁とは別枠

で，慶応３年までに合計銀１万３千貫目余を「臨時発行」されたとされる。３８）そ

３６）『松江市誌』３６０頁。
３７）前同書，９３９頁。
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の典拠となっている『松平定安伝』ではこの増発札は，銀１匁，３分，２分の

３種とされていて，銭１貫文，５００文札は挙げていない。後者の現物は確認で

きるので，楮幣方発行銭札が正規発行分の５倍余，という情報の方に疑念が残

る。

以上，戦前に刊行された『松江市誌』は，表３にまとめたように，当時とし

ては相当に詳しく松江藩札の，とりわけ制度的動向を記述していて便宜ではあ

るが，流通実態についてはあくまで藩府側の史料から説明されているため，不

明な点が多い。たとえば，延宝３年の最初の藩札発行以降，宝永４年の札遣い

停止令までを第１期，享保１５年の札遣い解禁以降，明和期の御立派改革によ

る銀札停止までを第２期，天明３年の札座復興とその後の銀札・銭札併用期を

第３期と概括されているが，少なくとも銀札流通に関してはそれぞれの期間内

において相当な不連続があり，とても順調な流通とは言えなかった。それぞれ

の期間内において藩札がどのように使用されていたかを示す民間サイドの史料

は容易には多くは利用できないが，判明する限り観察してみよう。

まず第１期内において，先に見たように，元禄元（１６８８）年「従来諸上納銀は

白銀納なりしも，当年九月よりは札銀を以て御銀奉行へ納むる事とな」３９）った

ように，延宝３（１６７５）年以降の藩札は打歩が生じ，札価が下落しながらも藩府

の流通促進政策により途絶はしていなかったことが確認できる。第２期では，

延享４（１７４７）年に意宇郡大谷村戸谷家で札銀使用の記録がある。享保末年には

しばしば札騒動が起こり，いったん札が回収された後，元文期に加印札が新た

に出回ったらしいことは確認できているが，実際に領内で流通していたかどう

かは不明なままであった。戸谷家文書によれば，この年同家で不幸があり，そ

の葬儀にかかわる経費記録が詳細に判明する。それによれば，同家への香典は

小口であるため銭貨２０～５０文，まれに１００文であったが，若干名から「札１

匁」で受領している。葬儀で世話になった３つのお寺にはそれぞれ１貫５００文，

３８）前同書，９３７頁。
３９）『島根県史』第９巻，２６７頁。
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年 事 項

延宝３（１６７５）

貞享２（１６８５）

元禄元（１６８８）

元禄１０（１６９７）

宝永２（１７０５）

宝永４（１７０７）

享保１５（１７３０）

享保１６（１７３１）

享保１７（１７３２）

元文元（１７３６）～

延享元（１７４４）

延享３（１７４６）

寛延２（１７４９）

宝暦１１（１７６１）

明和元（１７６４）

明和４（１７６７）

天明３（１７８３）

天明４（１７８４）

天明７（１７８７）

寛政元（１７８９）

同

文化５（１８０８）

文政７（１８２４）

天保９（１８３８）

天保１３（１８４２）

安政５（１８５８）

明治２（１８６９）

明治４（１８７１）

明治６（１８７３）

明治７（１８７４）

明治８（１８７５）

はじめて藩札（銀札）を発行。

藩札に打歩生じ，翌年諸色値段１０倍，札騒動。

諸上納銀に銀札を混ぜて使用すべしとの藩令。

銀札を金・銀・銭と取混ぜ使用令。年末に２割の札歩。

銀札打歩３，４割から１０割に及ぶ。

札遣い停止の幕令。

札遣い解禁の幕令。５匁～２分の４種，計２，５００貫目発行。

銀札１０～２０割の打歩生じる。しばしば札騒動。その後，停止か。

１０月，銀札回収開始。

この頃「元文」加印札使用開始。

９月，銀札「再用」令。（幕府への認可更新ナラン）

１０月，銀銭通用停止，一切札遣い令。

銀貨，銀札併用を許容。

札座を御側役次座が兼任。銀札通用，銭払底。

札座運営を十郡下郡に委託。元備として郷中・城下より計１千貫文調達。

４月，札専一通用令。９月，札座廃止，銀札通用停止（藩政改革の一環）。

９月，札座復興，翌年３月，銀札通用再開（享保体制）。

１月，「預り書」の相対授受以外の転々流通を禁ず。

８月，はじめて銭札（１００文，３０文，２０文）発行，１０月，銀札通用停止。

１月，「預り書」・「預切手」類の発行を禁ず。

１０月，小額銀札（１匁，３分，２分）発行令。銀札１匁＝銭１００文遣い。

「連判札」発行を許可。こののち明治初年にかけ広範に発行・流通。

楮幣方が１貫文，５００文の銭札を臨時発行。慶応３年までに計銀１万３千貫目余相当。

金銀銭取交，札通用，銀札１匁＝銭１００文通用。

幕府藩札発行高調査，松江藩は銀札２，５００貫目，天保６年より１５ヵ年季。

この頃までに城下２５名町年寄に家質有無にかかわらず，連判札発行認可。

１０月，翌年９月にかけて２１７万７千貫文の銭札と４００万貫文の銭預を新発行。

７月，旧藩札回収のための金札との交換率提示。

３月，旧藩札の新貨との交換事業開始。

９月，連判札引替え終了。以後は廃札となる。

１２月，藩札回収事業終了。

表３ 松江藩領の札遣い年表

典拠：『松江市誌』（１９４１），『出雲市誌』（１９５１），荒木三郎兵衛『藩札』下巻（改訂版，１９６６）。
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１貫２００文，６００文の布施を渡しており，札銀の授受は例外的であったことが

わかる。それでも銀２５匁の「位肺（牌）代」が「此札銀２６匁１分ト１文」と記

されたほか，「座頭」への払銭２００文が「札銀ニ而２匁８分６厘」となってい

る。これら一連の記録により，当時札銀１匁は７０文の価値をもち，正銀に対

する打歩は４．４％，１匁あたり３文と，まだきわめて僅かであったことが判明

する。４０）元文加印札は相当に領内に浸透していたことが知られる。

戸谷家の布施や香典関係を記録した他の期の貨幣種別を観察すると，寺への

布施は安永６（１７７７）年に１貫５００文と白米２升，寛政元（１７８９）年に１貫２００文

および１貫文，８００文とあり，他の経費もすべて銭建てであった。４１）明和期藩政

改革の一環として銀札停止中の安永期に札遣い記録が無いのは当然として，札

座を復興し４種の銀札が出回ったとされる第３期にあたる寛政元年にも記録が

無いのはどうしてであろうか。実は同家でこの期にまったく札遣い記録が無い

わけではなく，さきに利用した安永７年「大谷村諸借用�志儀質高」４２）に若干

の銀札授受の記録がある。同史料には天明６年までの志儀（頼母子）と差し入れ

られた質地の記帳がなされている。その中に天明５年５月大谷村新助が田地１

反６畝２１歩を代銭６０貫３４０文で売り渡したが，その際，「銀札１４匁５分」を

天明３年暮「拝借」し，同７年までに返上納する旨の文言がある。この表現は，

天明３年に新たに復活した銀札流通が領民サイドではけっして期待されたもの

ではなく，藩府より強制的に貸し付けられ，やむなく保持されていることを示

すであろう。同史料には同様な記載が天明６年にかけて約１０件もあり，銀札

が通貨としては機能せず，実際取引では銭貨が使用されていたことを意味す

る。藩札として銭札がはじめて発行された天明７年８月以降，形式的には銀札

が流通し続けたようにみえるが，寛政元年あらたに発行した１匁，３分，２分

の３種銀札から判断されるように，それらは実質的に銭札であって，藩府の兌

４０）前掲戸谷家文書（４５Ｃ），No.１２７ 延享４年５月「戸谷金八相果候ニ附御悔帳」。
４１）前同，No.１２６ 安永６年「祖母死去砌香典帳」，No.１２９ 寛政元年「おきミ不幸之節諸

事留帳」。
４２）注１７参照。
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換信用性がある限り領内で使用されたと考えられる。

１９世紀に入ってからの松江藩領における札銀流通の動向を見ておこう。

さきに表２で示したように，仁多郡稲田村安部家の文化１３（１８１６）年正月現

在の債権簿には３件の銀札貸があった。全体が１３９件中での取引であり，ごく

まれな事例であったといえる。それにしても領内ではほとんど授受されること

が少なかった札での貸借はなぜ行われたのだろうか。それらのうち，１件は商

人貸で１貫５００目，１件は寺社，１件は農村貸でそれぞれ１００目であった。当

時，銀貨建てでの貸借は２００目前後の比較的小口の額もあったが，多くは１貫

目以上であり，この商人貸はさほど高額ともいえない。一方，「銀札１００目」と

いう貸付は，同じ史料の巻頭に「相場覚」が記録されており，札１匁は１０５

文４３）であったので，銭換算で１０貫５００文であり，この額も銭建て貸付け水準

からみればむしろ平均的な額であった。当時，札銀はまだ札価がきわめて安定

しており，藩札でも上納可能な藩府への納入に必要な資金を借用したものと思

われる。

この後，同家の前述天保３（１８３２）年「貸方帳」によれば，同年中の銀銭相場

が１匁に付き１０８文から１１３文と変動していたにもかかわらず，「札１匁」は

１４１文と固定していた。４４）いわゆる銀紙の開きは，文化１３年がわずか２．３％で

あったが，１６年後には２１．６％と，１０倍近くも拡大，すなわち札銀の価値が下

落したことになる。さらに同家の嘉永６年「貸方帳」では２２．４％と，わずか

だが拡大した。４５）しかし，表２で確認できるように，安部家で取引した金融

は，すでにすべて銭建てであった。ただし，授受される「銭貨」の中に藩府が

４３）同史料の「子年中相場覚」によれば，同年月別銀・札相場が示されているが，「銀」は
年間を通して１０９文から１０６文と変動しているが，「札」については１０５文と一定なまま
であった。この「札」が銀札なのか銭札なのかは不明だが，その価値が１０５文と一定だっ
たことは，いずれにかかわらず「札１匁」が「銭１０５文」と同値，すなわち銭貨として使
用されたことを示唆している。

４４）注２２参照，「辰年中役所相場覚」。なお，ここで「札１匁＝１４１文」とは，「１４１文分の
銀札」が銀１匁と同価という意味である。このように，「銀札」と称しながら，実質は銭
札扱いであったわけである。

４５）前掲安部家文書，No.５７。
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発行した銭札が混入している可能性は否定できない。

以上，簡単に見たように，松江藩領で札銀が支配的に流通した痕跡を確認す

ることは困難であった。にもかかわらず，減価しながらも限られた場ではそれ

が使用されていたことも否定できず，その場とは藩府への支払い・納入や，領

民間の儀礼上のやり取りであったと思われる。たとえば，前述戸谷家の明和７

年「代々日記留帳」４６）によれば，慶応元（１８６５）年に意宇郡内で難渋者に尽くし

た者への祝儀として，７人に「銀札２匁」，４人に「酒切手１斤」（「但代銭１９０

文之分」が３人，「１６０文之分」が１人）が与えられている。この期の銀札１匁

の銭量は不明だが，ごくまれに祝儀的にそれが使用された例と言えよう。ま

た，前節で大東町木村家での事例の中に見たように，取引額面が１９世紀に入

り銭貨表示が一般的になるとともに，流通貨幣は小額金貨（計数銀貨を含む）や

銀札，連判札等が混在して使用されるようになった。それらの中には広島藩札

や鳥取藩札４７）も一部使用された形跡もあり，通貨のあり方は相当に多様性・

柔軟性がみられる。それほどに通貨不足が深刻であり，一方，藩札の信用保持

も不十分であったことを示すであろう。

なお，いわゆる「松江藩札」が明治初年の藩札処分にあたりどのように取り

扱われたかを確認することは，近世後期の「藩札」動向を知るうえで重要であ

ろう。というのは，これまで見たように，松江藩札は早期より発行され，しか

し領内で十分に浸透して順調に流通したとはとても言えないにもかかわらず，

４６）前掲戸谷家文書，No.１００。
４７）木村家で広島藩札も使用されていたことは注２６の通りであるが，先に紹介した仁多郡

安部家の文化１３年「貸方帳」には銀銭札相場動向の記事中，「当札」すなわち出雲（松江）
藩札に並んで「伯札」，すなわち因幡・伯耆両国を領有する鳥取藩札の相場も併記されて
いた。ちなみに，伯札相場は１匁に付，出雲札と同価の１０５文であったが，年半ばより１０４
文となった。

なお，文政３年松江城下での盗難記録によれば，備後からの旅行者は「芸州札」３匁，
出雲飯石郡赤名からの３人は広瀬札３貫文，「当札」（松江藩札）を合わせて４匁６分，「伯
札」（鳥取藩札）１匁，銭１００文，小玉銀合わせて５０匁１分，丁銀３５匁７分の盗難があっ
た（『松江市誌』６８３頁）。旅行者の支払いにあたり，銀銭正貨はともかく，近辺藩札が混合
通用していたことがうかがわれる。
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他藩にくらべると「銀札」自体は幕末期までにまったく途絶するということも

ないまま推移したという特徴をもっているからである。

幕末期までの出雲松江藩札の発行量としては，天保１３（１８４２）年に幕府が全

国的に調査を実施した際の報告高２，５００貫目が知られている。４８）ところがこの

期の調査高は実態とはかなり離れた数値が記録されていて，松江藩の場合，享

保１５年の札遣い解禁令の際に申請された発行高が，その後１５年ごとの許可期

限更新時にそのまま踏襲された。つまり，領内の札騒動等，藩札流通の一時的

停止が断続していたにもかかわらず，発行権益を維持するため幕府に対しては

継続的に流通しているように対処されていたのである。たとえば，先に見たよ

うに，藩府が天明７年，銀札をとどめて新たに銭札を初めて発行したが，表面

上は「銀札」の体裁を維持する方策をとった（とらざるをえなかった）理由もこ

のような事情によるものであろう。

明治３（１８７０）年６月，松江藩が新政府大蔵省に報告した享保１５年以後の藩

札発行額は表４の通りであった。これによれば，享保期許可額２，５００貫目は文

政６（１８２３）年までは守られていたようで，額面は１匁，３分，２分の３種のみ

であった。そして文政７年より，幕府届け出額とは別枠の「臨時発行」を行っ

た。どのような事情で増発が可能となったかについて『松江市誌』は詳しくは

記していないが，領内の小額貨幣不足と財政事情によるものであろう。その発

行額は慶応３（１８６７）年までに正規発行分の５倍を超える１万３千貫目余となっ

ている。額面がまったく同じ３種に限定されている４９）ことから，領内でとく

に区分はされず流通したとみられる。注目されるのは，正規発行，臨時発行と

も１匁札の発行量が突出していたことである。この動向は享和２（１８０２）年但馬

４８）大蔵省編『日本財政経済史料』第２巻，財政経済学会，１９２４年，８６０－８７２頁。
４９）文政７年以降「臨時発行」の札として，『松江市誌』は別の個所では表３に明示したよ

うな「銀札」１匁，３分，２分札ではなく，「銭札」１貫文と５００文札の２種であったと
している（９３９頁）。享保１５年以降の銀札額面は上記の３種以外に５匁，１分の２種があっ
たともいわれている（９３９頁）ので，藩札流通量の実態を把握するには相当な配慮が必要で
あろう。
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出石藩の事情５０）と近似しており，明治初年に報告された松江藩の札発行額が

相当に実態を反映していたことを示唆する。松江藩は明治２年１０月よりの１

年間のみで２１７万７千貫文（当時の銀銭換算基準，１匁＝２００文を用いると，

銀１万８８５貫匁に相当）の銭札と４００万貫文（同，銀２万貫目）の銭預を発行５１）

したことがあきらかであり，この１年間の発行高と比較すると，幕末期までに

発行した藩札高がけっこう抑制的であったことが知られよう。

４ 連判札の発行と流通

松江藩では，前節で観察した藩札のほか，１８世紀後半より「預り書」「預切

手」あるいは「連判札」と称する一種の銭札が民間で使用され始め，幕末・明

治初年にかけて領内で流通した。そして発行元の財力が確かであり，複数の保

証人が明記されていたので，藩札以上に信用をもち，事実上，藩札と区別が困

５０）前掲岩橋勝「近世の貨幣・信用」４４７頁。
５１）『松江市誌』９３４および９３８頁。

額 面 発行額 発行枚数� 枚数比率�

１匁札
３分札
２分札

２，３１７貫０００目
１１２貫８００目
７０貫２００目

２，３１７，０００枚
３７６，０００枚
３５１，０００枚

７６．１０％
１２．４０％
１１．５０％

計 ２，５００貫０００目 ３，０４４，０００枚 １００．００％

額 面 発行額 発行枚数� 枚数比率�

１匁札
３分札
２分札

１２，７２６貫７８３匁
２１６貫７１７匁
２２７貫７８３匁

１２，７２６，７８３枚
７２２，３９０枚

１，１３８，９１５枚

８７．２０％
５．００％
７．８０％

計 １３，１７０貫８６３匁� １４，５８８，０８８枚 １００．００％

表４ 松江藩発行銀札高内訳（明治３年６月現在）

＜正規発行分＞ 享保１５年～

＜臨時発行分＞ 文政７～慶応３年

典拠：『松江市誌』９３６－９３７頁。
注：１ 額面，発行額より算定。

２ 合計額は原文の通り。
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難なほどの通貨としての役割を果たしたと評価されることが多い。５２）

松江藩内で一般に「連判札」と称せられるものは，札座管理のもとに主とし

て銀札形態で発行される藩札に対置されるものを総称することが多い。しか

し，複数保証人による「連判」とは異なる個人発行の預り書や，複数保証人に

よるものであっても事実上藩札と変わらない，藩の支配機構にくみする大庄屋

（与頭）や掛屋などが発行人になるものも混合して流通していた。それぞれに性

格は異なっており，あらかじめこれらの定義を明確化しておこう。

厳密に「連判札」と言えるのは，藩府の許可あるなしにかかわらず複数の民

間人が家屋敷等を抵当（家質）に入れて，一定額の銭貨量（多くは１貫文，ない

し２貫文）を記載した証券であって，発券当初より不特定多数の間で半年ない

し１年間の償還期限をもって授受されることを意図したものである。券面に１

枚ずつ通し番号を記入することが一般であったので偽造防止に役立ち，発行者

の家質や知名度に加え，その記入が札一枚ごとの信用を厚く保証することと

なった。

「預り差紙」あるいは「預り書」「預り切手」，ないし単に「預り」と称した

ものは本来特定当事者同士でのみやり取りされる証券である。文字通り，預け

銭ないし一定量の債権を細分化し，流動性を与えたものであるが，現銭支払い

の裏付けがあいまいであるためとかくトラブルが生じがちであり，当局取り締

まりの対象となることが多かった。ただし，それらが明治初年まで領内通貨と

して安定的に流通することになる連判札の原型になったことは誤りない。

藩札以外の紙券が松江城下で流通し始めた最初は，史料的に確認できる限り

明和４（１７６７）年銀札通用停止令以降，遅くとも天明初年までの時期で，商人間

で自然発生的にまず「預り差紙」というものを使用し始めた５３）ようである。

その紙券の形式や使われ方はまったく不明だが，通貨不足の不便さを解消する

５２）たとえば，荒木三郎兵衛『藩札』下（改訂版，自家出版），１９６６年，２９－４４頁，および前
掲『図録 日本の貨幣』５，１９７４年，２７０頁。

５３）『松江市誌』３６０頁。
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ため，取引当事者の間で決済を先送りする一種の手形をやり取りするうち，債

権者が手元にあるその差紙を自身の債務弁済のため他の取引相手（債権者）に手

渡すという行為から始まったものと考えられる。預り差紙の使用禁止を当局が

発したのが明確で，もっとも�れるのは天明８（１７８８）年だが，翌寛政元年には

次のような触書を町奉行が発している。５４）

近年町家之者，金銀銭為取遣預切手ヲ仕出，其切手ヲ以請取，先方ヘ罷

越候テモ又々切手ヲ以令渡方，正金銀銭受取候儀遅滞ニ相成，及差支候趣

相聞へ候，左候テハ小身之者�モ，不相応ノ預切手ヲモ仕出候様相成，不

実之商売モ相成候道ニ付，先年モ停止之旨申触置候処，今以猥之趣相聞へ

不埒之至りニ候，依之此度ヨリ左之通殿り合相立可令取引候

一 町家之者相互ニ預リ書ヲ仕出候儀，稠敷停止之事

但，諸役所並家中ニテ，金銀銭町家ヨリ難取越訳有之，預リ書ニシテ遣

候様相望候節ハ，預リ書仕出シ可申候，右預リ書令持参候ハハ預置候金

銀銭引替可相渡候，其節又差紙相渡候儀ハ，堅不相成事

一 諸役所並御家中寺社郷町之者ヨリ取立，銭ヲ預リ置，追々元銭ノ内へ

差紙ヲ出シ，払方申遣候分ハ，其預リ主ノ宅ニ於テ，速ニ正金銀銭ヲ以

可相渡事

但，預リ仕出候節，差紙ヲ以払方有之候ハハ，難渡シト書記シ相渡候様

申置，其受取主不参候ハハ，相渡間敷事

これによれば，預切手と預り書，預り差紙の３種は同一ではなく，とくに町

家の者が相対で正貨の代わりに紙面に金額を明示するのみで通貨として使用す

る，「預り書」が強く規制されていたことがわかる。これに対し，取引関係で

生じた一定の債権を担保として発券する「預切手」や，諸役所・家中・寺社が

５４）前同書，３６０－３６１頁。
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郷中からまとまった銭貨を預かり，その正貨を元銭として一定額面の紙券を発

行する「預り差紙」は一回限り使用として認められていたことがうかがわれる。

預り差紙は民間ではなく，より公的な主体が発行元となっているため，一種の

銀行券のような性格をもって転々流通しうるように見られるが，上記触書の限

り差紙を受け取った者は速やかに発券元で正貨と交換すること，また差紙を受

け取ったもの以外への正貨支払いを行わないよう求められている。ただし，そ

のように差紙を一回限り使用とするなら，わざわざ正銭を預った後に差紙で支

払う意義が減殺することとなり，この触書は相当に表面的なものであったこと

が知られる。

この触書の５年前の天明４年正月にも家中が商人等へ払出す「預り」を決済

する際，正銭や銀札で行うべきで，あらたに「小切手」を払出すことのないよ

う藩府が触れている。５５）この触れは，前述したように，前年の９月に札座が再

興され，１６年振りに銀札を流通させる方針が出された直後のものであった。

藩札がまったく流通しない状況下では領内の通貨不足が様々な形態の紙券を発

生させ，代用通貨として使用されていたことが明らかである。

さらに１９世紀に入り，いわゆる連判札の発行が文化５（１８０８）年に松江城下

町人に認められた。従前の「預り」と異なるのは，預り発行人が当初銭３千貫

文ずつ家質を書入れしておき，それを有力町家３，４軒で連帯保証をすること

によって札の信用度を確かなものとさせたことである。これら連帯保証人が「頭

取質地改」となり，発行者を１名に限定することにより札の信頼度を高めさせ

た。そのためか，「頭取改一名預り」とも称したようである。この呼称はより

一般的な呼称である「連判札」とともに，明治初年まで使用された。発行能力

ある町家は当時城下に３０余家あり，すべての券面に通し番号を記入したので

偽造されにくくされていた。ただ，その一方で，当時「内分預り」という限ら

れた仲間同士の間での授受を前提に発行された預りも流通していたようで，し

５５）前同書，３６１－３６２頁。
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ばしば規制対象となっている。仲間内流通といいながら，いったん発行される

と仲間外でも通貨代わりの手段として授受が進み，最終的に正銭の交換が求め

られた際，とかく紛議が生じたものと思われる。それほど通貨不足が深刻で

あったことを示唆する。

「内分預り」は天保期頃までには度重なる取締りにより姿を消して行ったよ

うであるが，公認された「頭取改一名預り」（連判札）も藩府の思惑通りには必

ずしも流通しなかった。連判札はもともと発行後，半年で正銭と交換すること

を求められていた。前述のように発行上限額もその都度規制されており，これ

らはあくまで正銭代わりの札という建前が重視された。しかし，現実には通貨

需要はより高まり，発行元の準備銭も十分ではなかったこともあって，半年と

いう正銭への償還期限が守られることはまれであった。このため，連判札の実

体は，藩府がしばしば通達５６）したような，重い銭貨の持ち運びを回避するた

めの軽便さを求めたものではなく，通貨不足を緩和する融通性にあったと解釈

すべきであろう。とするならば，いったん発行された連判札の償還は新たな札

発行と引き替えに行われたことが推察されよう。また，遅くとも安政５（１８５８）

年までには城下２５名の町年寄も家質能力の有無にかかわらず連判札を発行す

るようになり，それが「町家金銭不融通」打開という目的とは別に，役徳のな

い町年寄への「御仁恵」として認可されている５７）ことから，発行元にとって

資金創出の効果もあったことが知られる。

以上，主として『松江市誌』を典拠として，一般に連判札と称せられる紙券

の実体をうかがったが，藩府による規制の側面から観察しているので流通実態

を見るには不十分であった。そこで残存する「連判札」や，明治初年のいわゆ

る藩札整理での取り扱い方からアプローチしてみよう。

日本銀行貨幣博物館が保蔵する膨大な銭幣館コレクションの中には「出雲国

松江藩札」が含まれているが，それらのうちの１８８点は「預り」および「連判

５６）前同書，天保５年９月の頭取通達（３６９頁）を参照。
５７）前同書，３７０－３７１頁。
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札」である。５８）多くは明治期に入ってからの発行であり，明治改元前の江戸期

に発行されたものは見込みを含めてもわずか２９点に過ぎない。古い札は当然，

償還期限が来て回収されたわけであるから，残存すること自体希少と言ってよ

い。それでも３０点足らずのこれら現物の観察から文献情報以上の流通実態を

うかがうことは可能である。それらは表５にまとめられた。「連判札」１件ご

との情報はやや限定されるが，荒木三郎兵衛『藩札』下巻は明治改元期前発行

のものをより多く掲載（以下，「荒木データ」と称する，表６参照）しているの

で，それを補完利用して以下観察してみよう。

まず，連判札と見られる複数連判者（頭取質地改）が明記された１２点の表面

にはすべて「歩三百九十六番」「目十八」というような振出通し番号が付して

あった。１枚ずつ記入することにより偽造を抑止したものと考えられる。「歩」と

か「目」というような符号に番号を組み合わせることで大量な発行枚数に対応

した。明治初年には二千番を超えるものも確認できるが，江戸期については多

くは五百番前後以内にとどまっている。番号を増やすよりも「仁」や「久」の

ような符号を増やして対応したようだ。相対間で発行される「預り」は１枚限

りが原則であるから，符号・番号は不要である。したがって，連判者名は明記

されていないが，慶応４年の佐藤金之助や文政９年に桑屋太助が振り出したも

のは符号・番号が明示されているので，カテゴリーとしては転々流通する連判

札と言ってよいであろう。

つぎに，連判札の額面を見ると大半，２貫文か１貫文の定額であった。荒木

データを観察しても，あきらかに連判札と思われる全２９点のうち，３貫文は

３点のみで，他はすべて１貫文か２貫文であった。１９世紀には，先に見たよ

うに，１匁，３分，２分の小額銀札（実質的に１００文，３０文，２０文の「銭札」）

が寛政元（１７８９）年に藩札として発行されており，文政７（１８２４）年には１貫文，

５００文の比較的高額な銭札も新たに出されているので，連判札はこれら小額な

５８）前掲『図録日本の貨幣』５，図版４５頁には松江藩銀札とともに「松江藩銭札」として
文政期の「預り書」と「連判札」が例示されている。
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５０
６２

７２
５０

６２
７３

５０
６２

７５
５０

６２
７６

５０
６２

０６
５０

６２
０５

５０
６１

９８
５０

６１
９７

５０
６１

９９
５０

６２
０４

５０
６２

０３
５０

６２
００

５０
６１

９５
５０

６１
９６

５０
６１

６３
５０

６２
０１

５０
６２

０２
５０

６２
０７

５０
６２

０８
５０

６２
０９

５０
６２

１０

文
化

８
．１

文
政

２
．３

文
政１

２．
９

天
保１

４．
７

嘉
永

２
．７

嘉
永

２
．７

嘉
永

３
．１

文
久

元
．９

慶
応

元
．７

慶
応

元
．７

慶
応

元
．７

慶
応

元
．７

文
政

９
．４

文
政

９
．１２

巳
６

．２９
巳１

１．
２９

午１
２．
晦

子
７

．１５
子１

２．
？

丑
７

．１３
戌１

２．
２９

寅１
２．

２９
慶

応
４

．７
巳１

２．
２８

？
１２

．２９
？

１２
月

？
１２

月
午１

０月
丑

３
．３０

１
貫

文
１

貫
文

１
貫

文
１

貫
文

２
貫

文
１

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
１

貫
文

銀１
０匁

１
貫

文
３６

０文 １
貫３

００
文

４２
８文

３０
０文 ３
貫

文
４８

文
３１

５文 ２
貫０

３０
文

５
貫

文
５５

貫４
０文

４０
０文 １
貫

文
１

貫
文

３
貫

文
１

貫１
２０

文

歩（
ヵ

）３ ９
６番

仁２
５

久２
９

但１
０７（

ヵ
）

但
９

番
イ３

９番
但１

２８
国（

ヵ
）６

を４
４

但１
２２

但５
６

目１
８

改１
１５

７番
知５

０番
（

酢
代

）
（

大
豆

代
）

（「
西

谷
や

印
」）

「
網（

ヵ
）打

印
」

「
和

田
志

儀
印

」
「

古
鉄

屋
惣

兵
衛

」
（

小
渡

済
の

印
）

（
種

油
代

）
邊１

５０
番

「
泉

屋
渡

し
」

イ２
０

小
豆

屋
九

右
衛

門
森

脇
屋

甚
右

衛
門

森
脇

嘉
右

衛
門

小
豆

沢
浅

右
衛

門
京

屋
万

五
郎

京
屋

万
五

郎
栄

屋
庄

右
衛

門
金

森
屋

勇
三

郎
土

谷
助

四
郎

加
茂

沢
屋

善
兵

衛
茶

屋
庄

右
衛

門
土

谷
助

四
郎

田
部

佐
一（

マ
マ

）右
衛

門
桑

屋
太

助
岡

谷
万

左
衛

門
岡

谷
万

左
衛

門
岡

谷
万

左
衛

門
岡

谷
作

平
次

岡
谷

作
平

次
岡

谷
万

左
衛

門
岡

谷
万

左
衛

門
岡

谷
万

左
衛

門
佐

藤
金

之
助

岡
谷

万
左

衛
門

岡
谷

万
左

衛
門

木
村

屋
茂

十
郎

中
嶋

屋
武

助
水

田
四

郎
十

郎
鳥

越
宇

右
衛

門
・

西
村

金
左

衛
門

京
屋

万
五

郎
・

小
豆

屋
忠

左
衛

門
・

桑
屋

権
兵

衛
・

松
屋

次
郎

右
衛

門
森

脇
屋

嘉
右

衛
門

・
伊

予
屋

庄
兵

衛
・

森
脇

屋
甚

右
衛

門
森

脇
屋

甚
右

衛
門

・
森

脇
屋

忠
兵

衛
・

森
脇

屋
嘉

右
衛

門
小

西
屋

次
左

衛
門

・
新

屋
庄

兵
衛

・
新

屋
伝

右
衛

門
新

屋
伝

右
衛

門
・

若
狭

屋
助

四
郎

・
小

西
屋

次
左

衛
門

新
屋

伝
右

衛
門

・
若

狭
屋

助
四

郎
・

小
西

屋
次

左
衛

門
新

屋
伝

右
衛

門
・

若
狭

屋
助

四
郎

・
小

西
屋

次
左

衛
門

森
脇

屋
甚

右
衛

門
・

森
脇

屋
忠

兵
衛

・
森

脇
屋

嘉
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

瀧
川

伝
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

瀧
川

伝
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

瀧
川

伝
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

瀧
川

伝
右

衛
門

塗
屋

文
十

郎
塗

屋
文

十
郎

三
好

屋
喜

左
衛

門
新

屋
覚

三
郎

佐
用

屋
善

三
郎

佐
用

屋
善

三
郎

小
豆

沢
浅

右
衛

門
小

豆
沢

浅
右

衛
門

塗
屋

文
十

郎
塗

屋
文

十
郎

小
村

様
御

用

新
屋

彦
三

郎

本
年

７
月

限
同

年
９

月
限

，
裏

判
８

つ
翌

年
３

月
限

，
裏

判１
２

翌
年

１
月

限
，

裏
判１

０
翌

年
正

月
限

，
裏

判１
０個

翌
年

正
月

限
，

裏
判

６
つ

本
年

７
月

限
，

裏
判

８
つ

翌
年

３
月

限
，

裏
判

８
つ

翌
年

１
月

限
，

裏
判

９
つ

翌
年

１
月

限
，

裏
判

９
つ

翌
年

１
月

限
，

裏
判

９
つ

翌
年

１
月

限
，

裏
判

９
つ

翌
年

４
月

限
裏

書
き

約１
０名

記
入

「
引

替
相

渡
」

の
印

，
安

政
４

ヵ
「

右
可

被
相

渡
候

」，
明

治
２
or

安
政

４
，引

替
改

の
印

安
政

５
ヵ

嘉
永

５
or

元
治

元
ヵ

嘉
永

５
or

元
治

元
ヵ

，
裏

書
き

文
面

あ
り

嘉
永

６
or

慶
応

元
ナ

ラ
ン

「
右

可
被

相
渡

候
」，

明
治

７
or

文
久

２（
ナ

ラ
ン

）
「

右
可

被
相

渡
候

」，
慶

応
２（

ナ
ラ

ン
）

「
引

替
改

」
の

印
「

引
替

改
」の

印
，裏

書
き

１
名

，「
沢

屋
十

左
衛

門
渡

し
」

裏
書

き
あ

り
翌

年
９

月
限

岡
谷

佐
平

次
懸

屋
印

表
５
日
銀
貨
幣
博
物
館
蔵
出
雲
国
松
江
藩
「
連
判
札
」（
明
治
改
元
前
）

注
：

１
「

史
料
ID

」
は

，
日

銀
貨

幣
博

物
館

で
の

収
蔵

整
理

番
号

。
２

連
判

者
は

す
べ

て
「

頭
取

質
地

改
」。

出雲松江藩の銭遣い ６９



年
月

額
面

振
出

人
連

判
者（

宛
先

名
）

摘
要

文
政

６
．３

文
政
１２

．７
天

保
１３

．３
天

保
１３

．９
弘

化
２
．９

嘉
永

元
．１
２

嘉
永

２
．３

嘉
永

２
．７

嘉
永

２
．７

嘉
永

２
．７

嘉
永

３
．３

嘉
永

５
．７

安
政

２
．正

安
政

３
．正

文
久

３
．７

元
治

元
．正

元
治

元
．３

慶
応

元
．正

慶
応

元
．７

慶
応

元
．７

慶
応

元
．７

慶
応

２
．正

慶
応

２
．正

慶
応

２
．正

慶
応

２
．３

慶
応

２
．７

慶
応

３
．３

慶
応

３
．７

慶
応

４
．３

文
化

文
政

９
．４

嘉
永

２
．７

安
政

３
安

政
安

政
安

政
文

久
２

．６
慶

応
４

．６
慶

応
４

１
貫

文
１

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
３

貫
文

２
貫

文
１

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

１
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
１

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

２
貫

文
３

貫
文

２
貫

文
２

貫
文

３
貫

文
２

貫
文

１
貫

文
２

貫
文

３
貫

文

１
貫
３０

０
文

銀
１０

匁
１

貫
文

２
貫

文
色

々
色

々
色

々
５６

貫
文

５
貫

文
５

貫
文

塗
屋

貞
太

郎
新

屋
伝

右
衛

門
森

脇
屋（

マ
マ

）忠
兵

衛
塗

屋
市

左
衛

門
綿

屋
林

右
衛

門
松

尾
栄

三
郎

塩
屋

清
助

京
屋

万
五

郎
意

宇
郡

東
志

知
村

役
所

意
宇

郡
西

津
田

村
役

所
山

田
藤

左
衛

門
中

嶋
屋

伊
三

郎
太

田
屋

善
兵

衛
太

田
屋

善
兵

衛
若

狭
屋

助
四

郎
山

本
佐

六
大

嶋
屋

豊
四

郎
滝

川
伝

右
衛

門
若

狭
屋

善
左

衛
門

藤
間

覚
左

衛
門

土
谷

助
四

郎
木

屋
五

郎
兵

衛
小

豆
屋

成
兵

衛
米

屋
五

郎
兵

衛
乃

木
村

役
所

他
３
役

所
勝

部
豊

太
郎

中
屋

庄
右

衛
門

桑
原

左（
太

ナ
ラ

ン
）助

小
豆

沢
浅

右
衛

門

樋
屋

吉
左

衛
門

田
部

佐
右

衛
門

京
屋

万
五

郎
太

田
屋

善
右

衛
門

内
部

屋
九

兵
衛

栗
田

鞍
一

郎
伊

野
屋

次
郎

右
衛

門
内

田
徳

左
衛

門
桑

原
太

助
佐

藤
金

之
助

森
脇

屋
嘉

右
衛

門
・

同
甚

右
衛

門
・

伊
予

屋
庄

兵
衛

神
門

屋
宗

兵
衛

・
新

屋
伝

右
衛

門
・

桑
原

太
助

・
新

屋
庄

兵
衛

森
脇

甚
兵

衛
・

同
忠

兵
衛

・
伊

予
屋

九
兵

衛
森

脇
甚

兵
衛

・
同

忠
兵

衛
・

伊
予

屋
九

兵
衛

森
脇

甚
兵

衛
・

同
忠

兵
衛

・
伊

予
屋

九
兵

衛
下

郡
伝

九
郎

・
与

頭
善

四
郎

・
西

村
屋

市
郎

右
衛

門
森

脇
甚

右
衛

門
・

同
忠

兵
衛

・
伊

予
屋

九
郎

兵
衛

新
屋

伝
右

衛
門

・
若

狭
屋

助
四

郎
・

小
西

屋
治

左
衛

門
大

庄
屋

宇
右

衛
門

，
中

庄
屋

新
助

・
市

右
衛

門
・

忠
兵

衛
大

庄
屋

宇
右

衛
門

，
中

庄
屋

新
助

・
市

右
衛

門
・

忠
兵

衛
山

本
権

市
・

大
庄

屋
為

右
衛

門
・

同
善

右
衛

門
新

屋
伝

右
衛

門
・

若
狭

屋
安

右
衛

門
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
滝

川
伝

左（
マ

マ
）衛

門
・

若
狭

屋
助

四
郎

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
右

衛
門

若
狭

屋
助

四
郎

・
滝

川
伝

右
衛

門
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
山

本
権

市
・

大
庄

屋
為

右
衛

門
・

同
善

右
衛

門
森

脇
屋

嘉
右

衛
門

・
同

甚
右

衛
門

・
同

忠
兵

衛
古

谷
勘

十
郎

・
土

谷
助

四
郎

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
右

衛
門

土
谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
四

郎（
マ

マ
）

若
狭

屋
豊

十
郎

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

・
滝

川
伝

右
衛

門
若

狭
屋

覚
十

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
左（

マ
マ

）衛
門

若
狭

屋
覚

十
郎

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

・
滝

川
伝

左（
マ

マ
）衛

門
大

庄
屋

宇
右

衛
門

，
中

庄
屋

新
助

・
市

右
衛

門
・

忠
兵

衛
大

庄
屋

本
右

衛
門

・
中

庄
屋

惣
左

衛
門

・
同

柳
四

郎
若

狭
屋

豊
十

郎
・

滝
川

伝
右

衛
門

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

古（
土

ナ
ラ

ン
）谷

助
四

郎
・

小
豆

沢
浅

右
衛

門
・

滝
川

伝
右

衛
門

若
狭

屋
豊

十
郎

・
小

豆
沢

浅
右

衛
門

・
滝

川
伝

右
衛

門

（
山

根
屋

栄
助

）

（
岡

谷
万

左
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銭札と補完関係にあったと見ることができる。

振出人や連判者名を見ると，江戸期の限り多くは松江城下の商家と見てよ

い。これらのうち，滝川（新屋）伝右衛門は城下の代表的商人であり，少なくと

も延宝８（１６８０）年には町方大年寄をすでに命じられており，正徳４年には一種

の掛屋役と思われる御用方御銀払の任にあった。伊予屋庄兵衛も貞享元（１６８４）

年に大年寄を補佐する目代に任命され，同４年には大年寄の一人となってい

る。享保期には御用銀を命じられた同３（１７１８）年と９年に，城下を含む意宇郡

内調達責任者の一人として小豆屋與三右衛門の名がみえ，自らも銀４４貫匁を

納入した。５９）小豆屋九右衛門や忠左衛門はその後裔であろう。さらに宝暦１３

（１７６３）年に大根島義田制度を実施する際，城下白潟の森脇甚右衛門は富民の一

人として礼銭２千貫文を上納している６０）ように，幕末期に向けて致富をなし

た商人が連判札振出人や連判者となったであろう。

償還（流通）期限については，券面で見る限り複数の連判者が明示されている

ものはすべて「６か月」であった。確認できる最も早期の文化８年振り出しの

ものから慶応元年に至るまで変わりなかった。札の償還，すなわち正銭との確

実な交換を保証するため藩府がかかわり，当初から「６か月」となっていたの

で，券面記載が規定通りとなっているのは当然であろう。しかしすでに見たよ

うに，この償還期限の順守は札の授受双方にとって厳しいもので，信用が保持

される限りそのまま転々流通したようである。このためか，複数連判ではない

ものについては，文政期でも１年間であった。明治期に入ると連判札でも１年

あるいはそれ以上の償還期限が認められることとなった。たとえば，明治３年

３月山本仁兵衛が振り出し，滝川伝右衛門他３名が連判者となった札は，当初

「未三月限」，すなわち翌４年３月までの１か年期限であったが，券面にはその

「未」という印字が手書きで「申」，すなわちさらに１年後の明治５年に修正さ

５９）『松江市誌』，１５５，１５９，１６９，１７０および１７１頁。なお，滝川家は延享４（１７４７）年以前
より�絞りを営業し，明治初年まで継続していたことも知られている（同書２４５，４８７およ
び９２１頁）。

６０）前同書，２２６－２２９頁。
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れている。６１）維新後，廃藩置県にも遭遇して，体制が緩んだためとも思われる

が，それほど維新前の償還期限が使用者には厳しかったものであることがわか

る。

江戸期連判札の流通範域について，藩札は出雲国内，連判札は城下内を原則

としつつも領内に広く通用したといわれる。６２）たしかに表５で商家居住地の判

明する限り，すべて松江城下であった。しかし，表５には示していないが，明

治元年末より振出人が藩内１０郡の大庄屋格や「村役所」の名前が増え，通用

範囲も明確に「十郡切取遣」「十郡切通用」「御支配地限通用」というような黒

印が券面に押捺されるようになる。振出人も「松江藩掛所・佐藤金之助」名の

札が増加しており，事実上，藩札同様に機能するようになったことがうかがわ

れる。ただし，明治改元以前においても城下を含む意宇郡内の村役所が振出人

となり，大庄屋や中庄屋が連判者となって発行される連判札も複数，荒木デー

タで確認できるので，維新前においてすでに連判札が城下外でも少しずつ使用

されるようになったことが確認できる。

なお，連判者とは異なる裏書き人の性格につき，これまで今日の商業手形裏

書のように，札を受領した人物と見る向きが強かった。しかし，表面記載の連

判者とのかかわりで観察すると，札の裏面に押捺された印鑑は同一人グループ

でセットとなっている場合が多い。６３）券面表に記載された連判者を含み，さら

に連帯保証人となった商家であると考えられる。このような重複保証が札の信

用を強固なものとしたのであろう。

以上のような連判札と比較すると，「預り」と言われる札はあきらかに多く

の異なった特徴が観察できる。まず第一に，額面が多様であり，端数額もあっ

６１）日銀銭幣館コレクション，ID５０６２３９。また，ID５０６２４０の土屋豊十郎振り出し連判札も同
様である。

６２）『松江市誌』，７３３頁。
６３）たとえば，表５の史料 ID５０６２７２～２７６に至る慶応元年７月振り出しの４枚の札裏判は，

振出人と連判者すべてを含むと思われる９人の印鑑が，並び順・位置がすべて同一で捺印
されており，９人の屋号をまとめて製作し，捺印したと考えられる。
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たこと。連判札は２貫文，１貫文が基本で，維新後は３貫文と５貫文も多く振

り出されるようになった。しかし，「預り」は４８文という端数額から５５貫４０

文という高額に至るまでの不定額であった。「種油代」や「大豆代」，「酢代」と

いうように特定商品の購入代銭額が記入され，文字通り「預り書」として振り

出されたため端数額となる場合が多かったとみられる。第二に，「預り」は基

本的に転々流通を前提とせず，取引当事者間の券面であるが，札表面の端に

「泉屋渡し」「沢屋十左衛門渡し」等と手書きされるものもあって，あきらかに

第３者に手渡しされていったことがわかる。中には文政９年に桑屋太助が振り

出した札６４）は裏面に約１０名の屋号等が記入されたものもある。「引替相渡」あ

るいは「引替改」の印が押捺されたものもあるが，これが最終的に振出人に戻

され，清算が済んだものと思われる。第三に，にもかかわらず，連判札と同様

に振り出し（通し）番号が付せられ，１貫文や５貫文の定額札を大量に発行した

事例も少なくなかった。「預り」の形式のみを踏襲した，しかし連判者は不在

の正銭代わり札と言えよう。これらは藩府の規制外で流通したと考えられる。

残存する「連判札」観察を通して近世におけるその流通実態をうかがった概

要は以上のとおりであるが，最後に「松江藩札」との関連を検討しておこう。

すでに前節でふれたように，松江藩札は延宝３年以降，けっして順調ではな

かったが１８世紀末まで断続的に銀札として流通した。しかし，藩札は寛政元

（１７８９）年に１匁以下の小額銀札発行をもって事実上，銭札に転化し，文政７

（１８２４）年には楮幣方という藩の機関が１貫文，５００文の比較的高額な銭札を

「臨時」に直接発行し，慶応年間まで流通したとされる。この期の藩札は，表

３に明示したように，幕府届け出の「正規」発行と同様な３種銀札額面でされ

たとの記録もあり判然としないが，領内では銭札として受容されたことは誤り

ない。しかもその発行額は正規発行額の５倍を超えるものであったが，一方で

連判札が城下を中心に手堅く拡大使用されても行った。事例は少ないが，領内

６４）史料 ID５０６２０５。この札は，『図録 日本の貨幣』５の巻頭図版４５頁に表面のみ掲載され
ている。
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で藩札がスムーズに流通・授受された記録が少ないので，この「臨時」発行分

の総額については相当に疑問が消せない。明治維新後に大量発行された分も算

入されている可能性もなしとしない。

いずれにしろ，明治４年７月のいわゆる藩札処分時点における流通残高は，

「銀札」１匁，３分，２分の他，銭札１貫文，５００文と，明治４年にあらたに

発行されたばかりの１００貫文，５貫文，３貫文，２貫文，１貫文札の１０種を

合計して銭１，５０５万２８９貫文であった。６５）一方，連判札は廃札直前の明治７年

１月現在で３３万３２３貫文が流通していた。６６）前節でみたように，明治２年１０

月よりの１年間で４００万貫文の「銭預」（藩府の関与する連判札）が発行された

ことがあきらかであり，同７年時点では連判札はすでに相当に償還されていた

ことになる。個別データにまだあいまいな部分もあるが，断片的なこれら数値

を概観する限り，１９世紀松江藩札はより高額な連判札と並行的に使用されて

いたと判断せざるを得ない。明治期に入ると，高額銭札も多く発行されるよう

になったが，最終的に「藩札処分」が行われるまで，連判札も根強く流通して

いたといえる。

５ 松江藩銭遣いの特徴――むすびにかえて

およそ３０年前に観察した，本稿のはじめに概括した松江藩銭遣いに関し

て，その後の利用可能な限りの第１次史料を分析した結果，以下のようなあら

たな知見が得られた。

１）これまであきらかでなかった近世前期領内の主要な取引基準貨幣は，近

世中期以降の銭貨と異なり，民間経済でも銀貨であった。ただし，農村地

域では当初より銀貨の使用は限定されており，少なからず米が貨幣的に使

用されていた。このことはこれまで全国的に観察した多くの「銭遣い」地

６５）『松江市誌』９３９－９４１頁。
６６）前同書，９４２－９４３頁。
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域と同じであり，西日本を中心に多く観察できた銭遣い経済が，渡来銭を

基準貨幣としていた中世とは非連続であったことをより確定させる。

２）松江藩領の領主および民間経済における銀遣いから銭遣いへの移行は，

おおむね１８世紀中期から後半にかけて急速に進んだようだ。ただし，鳥

取藩や三次藩（広島支藩）に接する藩領南東部に位置する仁多郡のような藩

辺境地域では，１８世紀末まで銀遣いがより強く持続し，１９世紀半ばに

至って銀遣いは全面的に銭遣いに移行した。移行時期の違いは，藩経済の

独自性がより強く現れる松江城下を中心とした経済圏と，幕末期まで銀遣

いであった外部諸藩領との交流が不可避であった地域との差異によるもの

と思われる。

３）西日本の「銭遣い」地域で，近世中期に銀遣いから移行する場合，いわ

ゆる「銭匁遣い」として展開することが多い。にもかかわらず西日本で松

江藩のように，銭貨の通常の呼称である「貫文」ないし「文」に移行した

例はきわめて少ない。これまで観察した西日本で同様のケースは�摩藩領

（�摩・大隅および日向の一部）のみである。ただし，東日本では南部藩領

ほか東北地方の多くは高額取引や領主経済でも銭建てであり，少なくとも

近世中期以降の松江および�摩藩領は東北型だったといえる。

４）松江藩領の多くで，１８世紀中期より銀遣いから銭遣いに移行した理由

は，まだ決定的な要因は把握し難いが，とりあえず銀貨不足の深刻化でや

むを得ず銭貨を代用貨幣として使用するうち，取引基準としても銭貨を使

用，すなわち銭建て取引が拡大したと考えられる。ただし，西日本ではき

わめて稀なケースである，領主経済まで銭建てが基本となってしまった理

由は，当面領内民間経済の優位性によるものと考えざるを得ない。その中

核となった者は，度重なる御用銀や献納銀の際に藩府に貢献した鉄山師の

存在であろう。

５）これまで藩札発行や流通停止などの制度的側面についてしか状況がわ

かっていなかった松江藩札の流通実態について判明する限り検討した結
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果，延宝３年以降，宝永～享保の幕令による札遣い停止期と明和期御立派

改革の間を除くと，けっして順調ではなかったが流通そのものが途絶する

ことはなかったことが判明した。とりわけ小額通貨不足を補完するため，

当初銀札として発行されたものが，１９世紀末まで（天明・寛政期）に事実

上，銭札に転化したことが，過剰発行による札減価を伴いながらも流通途

絶に至らなかった要因と考えられる。流通量は領内での使用頻度が十分で

なかったこともあり，享保期幕府届け出高を超えることはなかったようで

ある。ただし，文政期より「臨時」発行分の額は増加し，幕末期には名目

額で見る限り正規発行額の５倍を超えるほどとなった。それでも明治維新

以降の増発量と比べると相当に抑制的であった。

６）これに対して，天明期頃より城下町商人の間で使用され始めた連判札

は，相対的に高額な紙券であった。すなわち，額面が銭１００文以下の藩札

に対し，連判札額面は銭１貫文，２ 貫文が基本であり，棲み分けが行わ

れていたといってよい。幕末期までの限り，それは城下町ないし近辺周辺

で流通し，これまで評価されていたような藩札としての性格を持つことは

なかった。維新期にかけて村役所が発行元になるケースも見られるが，基

本は家産ある商人あるいは町年寄が単独で兌換保証を行ったので，額面割

れが生じることもなかった。明治初年の経済混乱期には，こうした連判札

タイプの紙券が出雲地方で支配的に流通した。

なお，本稿の初めに提起した松江藩領貨幣流通にかんする課題のうち，銭貨

供給についてはまったく触れえなかった。地方レベルでのこの種の情報を得る

ことはほぼ不可能なためである。しかし，松江藩領のように近世中期より領内

で藩財政も含めて，ほぼ満面的に銭遣いが浸透した地域ではそれなりに正銭供

給がなされたと考えなければ本稿で確認したような状況はあり得ないであろ

う。つまり，実質銭建ての藩札や連判札の流通拡大を裏付ける正貨は金・銀貨

ではなく銭貨でなければならないからである。そうだとすれば，どのように銭
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貨を確保したのであろうか。

東北地方の貨幣流通のあり方については今後まだ多くの実証作業が必要であ

るが，現在の展望としては，この地域では少なくとも近世中期以降は金遣いを

基本としながらも銭遣いの比重も小さくはなかったと考えられる。その中で南

部藩領では藩財政においても銭遣いの比重がはるかに大きく，当然に領内の商

取引でも銭建てが主流であった。６７）他の東北地方と比べてより南部藩領の銭貨

流通の比重の高さを裏付ける要因はまだ確定し難いが，すでに解明されている

史実として，領内における密鋳銭６８）に注目せざるを得ない。南部藩領では享保

初期の乾字金出回りによる金貨低落と享保金不足により急激に金遣いから銭遣

いへ移行し，その後の経済発展に見合う銭貨供給不足が１８世紀後半に，製鉄

の盛んな領内北部の北上山地を中心に領内各地で密鋳銭（鉄銭）作りが始まった

とされる。しかも，幕府の手前，藩府は当然に取り締まりを強めたが，銭貨不

足は藩経済にも悪影響を与えるため，密鋳銭を黙認または藩ぐるみ鋳銭を行っ

ていた疑いもあるという。６９）

こうした問題は，同様に領内では高額取引でも銭貨が用いられた�摩藩

領７０）でも比定可能である。同藩は幕末期に天保通宝を模した琉球通宝を大量

に鋳造したことで知られるが，銭遣い優位な藩領内の銭貨需要に対し，どのよ

うに銭貨供給が可能であったかはまったく明らかでない。同藩の幕府に対する

立ち位置と経済力をもってすれば，琉球通宝以前の密鋳銭を全否定することは

できないだろう。

松江藩についても密鋳銭の手掛かりはほぼ皆無に等しい。およそこの種の直

６７）岩橋勝「南部地方の銭貨流通」，『社会経済史学』４８－６，１９８３年。
６８）鈴木宏「盛岡領における銭遣いと密鋳銭」，『岩手県立博物館研究報告』第１０号，１９９２

年。
６９）前同，４４－４５頁。
７０）�摩藩領が銭遣いである例証はまだ多くを把握していないが，管見の限り少なくとも１９

世紀の財政史料では高額な計上において銭建てを見ることは珍しくなく（例えば，『鹿児島
県史料 齊彬公史料』第３巻，１９８３年），また庶民レベルの日常取引も銀遣いはまれで，
銭遣いであった（例えば，芳即正『�摩の模合と質屋』大和学芸図書，１９８０年）。
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接証拠を求めることは今後も困難であろう。しかしながら，南部藩と同様，領

内には鉄山あり，藩財政を支えた鉄山師の存在がある。鉄銭が大量に鋳造さ

れ，全国的に供給されたといわれる明和２（１７６５）年以降，出雲地方では銭遣い

が少しずつ拡大して行った。それに見合う銭貨を領外から呼び込むほどの特産

物を持たない松江藩が銭遣い経済を発展させる一つの要因として，独自に銭貨

を鋳造する契機は十分であったといえよう。いかに札流通で貨幣不足を凌いだ

とはいえ，どうしてもそれなりの一定量の正銭は必要であったと思われるから

である。今後の課題としたい。

【後記】本稿執筆のための史料調査にあたり，国文学研究資料館，島根県立図書館お

よび日本銀行貨幣博物館収蔵の文献・史料閲覧の便宜を得た。記して謝意を表

したい。また本成果は，２００８～１１年度科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）「日本

における近代通貨システムへの移行の世界史的意義」（課題番号 ２０３３００７５，研究

代表者・加藤慶一郎），および２０１１年度松山大学特別研究助成による研究成果

の一部である。

７８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号


